
財団法人 鳥栖市地域振興財団 
 
ベストアメニティスタジアム 施設利用料金一覧 
 
●グラウンド利用料金 
入場料

の徴収 

プロ/アマ 

市外区分 

9:00 

～13:00 

13:00 

～17:00 

17:00 

～22:00 

9:00 

～17:00 

13:00 

～22:00 

9:00 

～22:00 

延長料金 

1 時間当 

アマチュア 

スポーツ 
１６，３１０ １６，３１０ ２０，３８０ ３２，６２０ ３６，６９０ ５３，０１０ ４，０７０

プロ 

スポーツ 
３６，６９０ ３６，６９０ ４５，８７０ ７３，３９０ ８２，５７０ １１９，２７０ ９，１７０徴収 

しない 
アマチュア 

スポーツで 

市外者利用 

３２，６２０ ３２，６２０ ４０，７７０ ６５，２４０ ７３，３９０ １０６，０１０ ８，１５０

アマチュア 

スポーツ 
入場料等の最高額５０人分に相当する額、または ６１，１６０円 のいずれか多い額 

プロ 

スポーツ 
入場料等の最高額１５０人分に相当する額 徴収 

する 
アマチュア 

スポーツで 

市外者利用 

入場料等の最高額１００人分に相当する額、または １２２，３３０円 のいずれか多い額 

・ 備考入場料等を徴収する場合とは、入場料、回避、寄付金、賛助料等名称の如何を問わず、入場者から入場の

対価を徴収することを言います。 
・ 時間区分を延長・繰上げで使用する場合は、当該時間、またはその端数が１時間未満の場合は１時間として計

算します。 
・ 使用時間は、準備、使用後の整理・原状回復に要する時間も含みます。 
 
●夜間照明施設使用料 

点灯 単位 アマチュアスポーツ プロスポーツ 
アマチュアスポーツ 

で市外者利用 

全部点灯 ３０分ごと ８，６６０ ７５，０００ １７，７３０ 

２分の１ ３０分ごと ４，３８０ ３７，５００ ８，７６０ 

５分の１ ３０分ごと １，７３０ １５，０００ ３，４６０ 

１０分の１ ３０分ごと ９１０ ７，５００ １，８３０ 

・上記料金は３０分ごとの料金です。使用時間が３０分未満の場合にも、３０分使用として計算します。 

（単位： 円） 

（単位： 円/）



●特別使用 使用料 
区分 単位 使用料 

物品を販売するもの １㎡/１日あたり 
占有面積×２００円 

＋総売上×5／１００ 

興業、展示会、博覧会などこれらに類す

る催しをするもの 
グラウンド使用料の規定する使用料に準ずる 

グラウンド １㎡/１日あたり ３，０５０ 

スタンド内側 １㎡/１日あたり １，０１０ 
公告物などを 

設置するもの 
スタンド外側 １㎡/１日あたり ５１０ 

・ 興業、展示会、博覧会などこれらに類する催しをするもの（以下「興業等をするもの」という）の使用料を徴

収する場合は、「グラウンド利用料金」一覧中で次のように読み替えて参照ください 
   プロスポーツ→「営利または宣伝を目的とする場合」 
   アマチュアスポーツで市外者利用→「営利または宣伝を目的としない場合で、市外者使用」 
・ 興業等をするもので、かつ、物品販売を行う場合は、総売上額×５／１００円を使用料として加算します 
・ 占有面積が１㎡未満の場合も、１㎡として計算します。 
 
ベストアメニティスタジアム北部グラウンド（芝グラウンド）使用料 

区分 単位 使用料 

小中学生 １時間あたり ５２０ 

一般（高校生以上） １時間あたり １，０５０ アマチュアスポーツ 

市外 １時間あたり ２，１００ 

プロスポーツ 一般 １時間あたり ３，１５０ 

・ 使用時間が１時間未満の場合にも、１時間として計算します。 
・ ベストアメニティスタジアム北部グラウンド：北グラウンドは無料です。 
 
●その他、諸室・施設使用料 

区分 単位（１部屋ごと） 料金 

第１会議室 １時間あたり ３００ 

第２・３会議室 １時間あたり ４００ 

記者室 １時間あたり ４００ 

インタビュー室 １時間あたり ４００ 

本部室１・２・３ １時間あたり ４００ 

ロッカールーム１・２ １時間あたり ４００ 

テレビ・ラジオ放送室１・２・３・４・５ １時間あたり ２，３５０ 

場内放送室 １時間あたり ２，３５０ 

貴賓室（VIP ルーム） １時間あたり ７，８４０ 

トレーニングルーム１・２ １時間あたり １，０５０ 

電光掲示板使用料 １時間あたり １，２７０ 

大型映像装置使用料 １時間あたり １０，４００ 

諸室冷暖房使用料 １時間あたり ２００ 

・ 使用時間が１時間未満の場合は、１時間として計算します 
・ ロッカールームは、シャワー室を使用する場合に限って使用料を徴収します 
・ 大型映像装置使用については、公告を表示する場合は鳥栖市長が別に定めます。 

（単位： 円）

（単位： 円）


